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主          文

1 原告の請求を棄却す る。

ただ し,平成 24年 12月 16日 施行の衆議院 (小選挙区選出)

議員選挙の宮崎県第 1区 における選挙は違法である。

2 訴訟費用は被告の負担 とす る。

事  実  及  び  理  由

第 1 請求

平成 24年 12月 16日 施行の衆議 院 (小選挙区選出)議員選挙の宮崎県第

1区 における選挙を無効 とす る。

第 2 事案の概要

1 本件 (平成 24年 12月 17日 訴 え提起)は ,平成 24年 12月 16日 施行

の第 46回衆議院議員総選挙 (以 下,「木件選挙」 とい う。)について,宮崎

県第 1区の選挙人である原告が,衆議 院小選挙区選出議員の選挙 (以 下,「小

選挙区選挙」 とい う。)の選挙 区害Jり に関する公職選挙法の規定が憲法に違反

す ると主張 して,公職選挙法 204条 に基づき,本件選挙の うち宮崎県第 1区

における選挙を無効 とす ることを求め る事案である。

2 前提事実

(1)原告は,平成 24年 12月 16日 施行 の本件選挙の宮崎県第 1区の選挙人

である。

(2)衆議院議員の選挙制度は,従来 ,中選挙区単記投票制であつたが,平成 6

年 1月 に公職選挙法の一部を改正す る法律 (平成 6年法律第 2号)が成立す

るな どして,小選挙区比例代表並立制に改められた。

上記の公職選挙法の一部 を改正す る法律 と同時に成立 した衆議院議員選挙

区画定審議会設置法 (以 下,「 区画審設置法」 ともい う。)に は,内閣府に

衆議院議員選挙 区画定審議会 (以 下 ,「区画審」 とい う。)を置 く旨,区画

審は,衆議院小選挙 区選 出議員の選挙区の改定に関 し,調査審議 し,必要が
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あると認 めるときは改定案 を作成 して内閣総理大臣に勧告する旨,改定案 を

作成す るに当たつては,各選挙区の人 口の均衡 を図 り,各選挙区の人 口の う

ちその最 も多いものを最 も少ない もので除 して得た数が 2以 上にならないよ

うにす ることを基本 とす る旨,各者Б道府県の区域 内の選挙区の数は,各都道

府県にあらか じめ 1を 配 当した上で (以 下,こ のことを 「1人別枠方式」 と

い う。),こ れに,小樫挙区選出議員の定数に相 当す る数か ら都道府県の数

を控除 した数 を人 口に比例 して各都道府県に配当 した数 を加 えた数 とす る旨

の定めがある。

(3)そ の後の国勢調査の結果 を踏まえ,いわゆる 「5増 5減」を内容 とす る公

職選挙法の一部 を改正す る法律 (平成 14年法律第 95号)が平成 14年 7

月 31日 に成立 した (同 年 8月 31日 施行 )。

(4)最 高裁平成 19年 6月 13日 大法廷判決・民集 61巻 4号 1617頁 (以

下  「平成 19年大法廷判決」 とい う。)は,平成 17年 9月 11日 施行の

衆議院議員総選挙 (以 下,「平成 17年総選挙」 とい う。)について,区画

審設置法 3条 の 1人別枠方式を含む選挙 区割 りの基準を定める規定は憲法 1

4条 1項に違反 しない 旨,上記平成 14年法律第 95号による公職選挙法の

改正により上記基準に従 って改定 された同法 13条 1項 ,別表第 1の 上記 区

割 りを定める規定は,そ の改定当時において も,上記選挙当時においても ,

憲法 14条 1項 に違反 していたもの とい うことはできない旨判示 した。

(5)最高裁平成 23年 3月 23日 大法廷判決 。民集 65巻 2号 755頁 (以 下 ,

「平成 23年大法廷判決」 とい う。)は ,平成 21年 8月 30日 施行の衆議

院議員総選挙 (以 下,「平成 21年総選挙」 とい う。)について,区画審設

置法 3条の定 める衆議院小選挙区選出議員の選挙 区割 りの基準の うち,同条

2項の 1人別枠方式 に係 る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反す るに

至つてお り,同基準 に従 って平成 14年に改定 された公職選挙法 13条 1項 ,

別表第 1の 定める選挙区割 りも,憲法の投票価値 の平等の要求に反す る状態



に至っていたが,いずれ も憲法上要求 され る合理的期間内における是正がさ

れなかつた とはいえず,上記各規定が憲法 14条 1項等の憲法の規定に違反

するものとい うことはできない 旨判示 した。

(6)本件選挙 は,上記 (3)に 係 る改正後 の公職選挙法 13条 1項及び別表第 1

(以下 これ らを併せて 「本件 区割規定」 とい う。)に より定められた選挙区

割 り (以下,「本件選挙区割 り」 とい う。)の下で施行 された。

本件選挙施行 当時の選挙制度 によれば;衆議院議員の定数は 480人 とさ

れ ,そ の うち 300人 が小選挙区選 出議員, 180人 が比例代表選出議員 と

されている (公職選挙法 4条 1項 )。

(7)総務省発表の 「第 46回衆議院議員選挙 選挙人名簿登録者数及び在外選

挙人名簿登録者数 の合計」 (平成 24年 12月 4日 17時現在)に よれば ,

議員 1人当た りの登録有権者数 (在外選挙人名簿登録者 を含む。)の較差は ,

最少の高知県第 3区 と最多の千葉県第 4区 との間では 2.428倍 であつた。

なお,高知県第 3区 と原告の属す る宮崎県第 1区 との間では 1,701倍 で

あつた。 (甲 1)

本件選挙の小選挙 区選挙の選挙区間の議員 1人 当た りの有権者数の最大較

差は, 2.425倍 であった。 (乙 1)

3 原告の主張

(1)憲法は,主権者 が,国会議員 を通 じて,主権者 の多数意見で,国家権力

(行政権,立法権及び司法権)を行使す ることを保障 している (「主権者の

多数決」論 )。

その具体的内容は,次の とお りである。

ア 憲法前文は,国民は正当に選挙 された代表者 を通 じて行動する旨,主権

は国民に存す る旨を定めている。国家権力の行使が国会議員の多数決で決

定 され る根拠は,国会議員の多数意見が主権者たる国民の多数意見 と等価

であることに求めざるを得ない。 したがって,国会での投票によって決定
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され る国会議員の多数意見が,国会議員を選出した選挙区の選挙人の多数

意見 と等価であることが必須である。実務上可能である限 り,国会議員の

多数意見は,必ず国民の多数意見 と一致 しなければな らない。

イ 代議制民主主義は,国民主権 ,正当 (な )選挙,国会議員の多数決か ら

成 り立っているところ,正当 (な )選挙は,国民主権 と国会議員の多数決

とを直結す るいわば連結器 とい うべきものであるか ら,憲法上,人 口比例

選挙が要請 される。

ウ 各国会議員は,国会で 1人 1票の投票権を有す る。国会議員の国会の議

事についての 1票 が等価であることの本艮拠は,配会議員を響出した選 挙区

の議員 1人当た りの登録有権者 の数が同数であることに求めざるを得ない。

工 諸外国の例 をみても明 らかな とお り,重要な国政問題が,僅差の国民の

多数決 によつて決まることは稀ではない。

オ 投票価値の等価値は憲法上の要請であるが,現状の選挙区割 りは国会の

考慮す る公職選挙法の要請で しかない。 したがって,前者は後者に優越す

る (憲法の最高法規性 )。

力 選挙 区害1り に関 して,国会議員 は,当 事者であるか又は少なくとも直接

の利害関係者である。 したがつて,投票価値の平等の調整 に係わるような

選挙区害」りの判断を国会議員 に委ねるべきではない。

(2)選挙区間の人 口較差を均一化 しよ うと誠実に努力すれば,こ れを 1.01

10倍にまで縮減す ることが可能である。 (甲 16)

これに射 し,被告は,選挙区間の人 口較差が,憲法上許容 される適法 目的

を達成す るために必要であつたことについて何 ら主張立証 をしない。

したがつて,本件選挙における投票価値の最大較差は,憲法の投票価値の

平等の要求に反するに至つていたことが明 らかである。

(3)本件選挙 日までの間に,いわゆる 1人別枠方式の廃止及び これを前提 とす

る是正はなされ なかつた。 これは,憲法上要求 される合理的期間内に是正が



されなかつたもの と評価すべ きである。その理由は次の とお りである。

ア 平成 23年大法廷判決が平成 21年総選挙について違憲 と判断 しなかつ

たのは,「平成 19年大法廷判決 において,平成 1_7年総選挙の時点にお

ける 1人別枠方式を含む本件選挙 区害J基準及び選挙区割 りについて,いず

_れ も憲法の投票価値の平等の要求に反す るに至つていない旨の判断が示 さ

れていないことな どを考慮」 したか らであるが,本件選挙では,上記のよ

うな事情は存在 しない。

イ 本件選挙は,平成 23年大法廷判決が,平成 21年総選挙 (選挙区害1り

は本件選挙 と概ね同一であつた。)は違憲状態である旨判決 したにもかか

わ らず,強行 された。すなわち,内 F各日総理大臣は,平成 21年総選挙が違

憲状態であつたことを知つた上で,衆議院解散を行つた。

ウ しかも,本件選挙 日 (平成 24年 12月 16日 )と 平成 23年大法廷判

決の判決言渡 日 (平成 23年 3月 23日 )の 間には,約 1年19か月の期間

があった。 これは,投票価値 の較差 を是正す る上で十分な期間であるとい

うことができる。

′工 以上によれば,合理的期間内に是正が されなかった とみるほかない。

(4)したがって,本件選挙は違憲無効である。

裁判所は,事情判決の法理 を適用すべきでない。その理由は次の とお りで

ある。

ア 本件について事情判決の法理 を適用す ることは,違憲状態の選挙によつ

て選出された違憲状態の国会議員 が,次々と違憲状態の法律 を立法す るこ

とを野放 しにす るものである。 これは異常事態であつて,国家 レベルで著

しく公共の利益を害す るものである。

イ 他方,違憲無効 との判断をして も,本件選挙全体が無効 となるわけでは

な く,人 口比例選挙裁判の対象 とされた各小選挙区の選挙のみが無効 とな

るだけである。また,裁判所は,選挙の無効によつて,小選挙 区選出議員
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は判決の 日か ら議員資格を失 うとの判決 (遡及効がない)を 下せばよい。

｀
これによれば, 日本国が混乱に陥ることはない。

ウ 以上の とお りで,人 口比例選挙裁判には,事情判決の法理は,適用 され

るべきでない。

4 被告の主張

(1)本件選挙における投票価値 の最大較差の程度が上記前提事実(7)の とお りで

あつたことは認 める。

(2)し か し,平成 23年大法廷判決以降に,国会において投票価値の較差是正

に関する議論及び措置が講 じられ,関連す る法律の成立に至っている。 した

がつて,合理的期間内に是正がされなかつた とは評価 し得ない。具体的には

次のとお りである。

ア 人 口の流動化 を始 め変化の著 しい社会情勢の中で,投票価値の平等 とい

う憲法上の要請 に応 えつつ ,国 民の意思を適正に反哄す る選挙制度 を実現

することには多 くの困難が伴い, 1人別枠方式 を廃止 して,あ らか じめ各

都道府県に 1ずつ配分 された定数を再配分す るほか,本件区害1規 定を抜本

的に改正す るには,かな りの時間を要する。平成 23年大法廷判決の言渡

日か ら本件選挙 日までには約 1年 9か月が経過 しているものの,その期間

は制度の抜本的改正のための期間 としては十分でない。

イ 国会 においては,投票価値の最大較差是正に向けて選挙制度の改革が論

議 され,本件選挙施行前の平成 24年 11月 16日 には, 1人別枠方式の

廃止 と小選挙区選挙の議員定数について 「0増 5減」を内容 とす る衆議院

小選挙 区選 出議員 の選挙区間における人 口較差 を緊急に是正するための公

職選挙法及び衆議 院議員選挙 区画定審議会設置法の一部 を改正す る法律

(平成 24年法律第 95号。以下,「緊急是正法」 とい う。)が成立 し,

1人別枠方式の廃止 に係 る部分については施行 されたが,区画審が区割 り

の改定案 を作成 し,それを勧告す るまでには一定の期間を要するため,本



件選挙までに本件 区割規定を改正す るには至 らなかつた。

ウ 以上によれば,平成 23年大法廷判決により憲法の要求に反する状態に

あるとされた本件 区害1規定は,本件選挙までの間に改正 されるには至つて

いないが,それでもなお憲法上要求 され る合理的期間内に是正 されなかつ

たとい うことはできず,憲法の規定に違反す るものではない。

第 3 当裁判所の判断

1 上記前提事実,証拠 (以下掲記のもの)及び弁論の全趣旨を総合すると,以

下の事実が認 め られ る。

(1)平成 23年大法廷判決の判示内容 について

平成 23年大法廷判決は,次の とお り判示 した。

ア 1人 別枠方式の意義については,新 しい選挙制度 を導入するに当た り,

直ちに人 口比例のみに基づいて各都道府県への定数の配分を行つた場合に

は,人 口の少 ない県における定数が急激かつ大幅に削減 され ることになる

ため,国政 における安定性 ,連続性の確保 を図る必要があると考えられた

こと,何 よ りもこの点への配慮な くしては選挙制度の改革の実現 自体が困

難であった と認 め られ る状況の下で採 られた方策であるとい うことにある

もの と角写され る。

そ うであるとすれば, 1人別枠方式は,おのずか らその合理性に時間的

な限界があるもの とい うべきであ り,新 しい選挙制度が定着 し,安定 した

運用が され るよ うになつた段階においては,その合理性は失われるものと

い うイよかない。

そ して,平成 21年総選挙の時点では,上記の選挙制度が定着 し,安定

した運用が され るようになつていた と評価す ることができるのであつて ,

もはや 1人別枠方式の上記のような合理性は失われていたものとい うべき

である。

加 えて,選挙区間の投票価値の最大較差は 2.304倍 に達 し,較差 2



倍以上の選挙区の数 も増加 してきてお り, 1人別枠方式がこのよ うな選挙

区間の投票価値の較差 を生 じさせ る主要な要因 となつていたのであつて ,

その不合理性が投票価値の較差 として も現れてきていたものとい うことが

できる。

そ うす ると,区割基準の うち 1人別枠方式に係 る部分は,遅 くとも上記

総選挙時においては,そ の立法時の合理性が失われたにもかかわ らず,投

票価値の平等 と相容れない作用を及 ぼす ものとして,それ 自体,憲法の投

票価値の平等の要求に反する状態に至つていたものとい うべきである。

イ 他方,平成 19年大法廷判決において,平成 17年総選挙の時点におけ

る 1人別枠方式を含む区害」基準及び選挙区害Jり について,いずれ も憲法の

投票価値の平等の要求に反す るに至 っていない旨の判断が示 されていたこ

とな どを考慮す ると,憲法上要求 され る合理的期間内に是正が されなかつ

たものとい うことはできない。

ウ 事柄の性質上必要 とされ る是正のための合理的期間内に,できるだけ速

やかに区割基準中の 1人別枠方式 を廃上 し,区画審設置法 3条 1項の趣 旨

に沿つて区割規定を改正す るなど,投票価値の平等の要請にかな う立法的

措置 を講ず る必要がある。

(2)平成 23年大法廷判決以後の取 り組みについて

ア 平成 23年 3月 28日 ,区画審 において,平成 23年大法廷判決の判示

内容 を踏まえて,小選挙区選挙の選挙 区間における議員 1人当た りの人 口

較差 をできるだけ速やかに是正 し,違憲状態を早期に解消す るために, 1

人別枠方式の廃止や これを含む本件 区割基準に基づいて定められた本件選

挙区割 りの改定を行わなければな らないことが確認 された。 (乙 2の lD

2)

ノr 国会では,衆議院選挙制度に関す る各党協議会が開催 され,第 1回会合

が平成 23年 10月 19日 に開催 されて以降,投票価値の較差の是正につ



いて,衆議院議員選挙制度の抜本改革及び衆議院議員定数削減 といったテ

ーマ とともに協議が重ね られた。 (乙 3の 1な い し 7)

そして,平成 24年 4月 25日 開催の第 16回会合では,次回の衆議院

議員総選挙のための緊急措置 として, 1人別枠方式 を廃止 し,小選挙 区選

出議員の定数 を 「0増 5減」す ること,衆議院の定数 を 80削減すること,

ブロック比例代表制を全国比例代表制に改めることなどを内容 とする 「座

長 とりまとめ私案」が提木安 されたが,最終的には採用 されなかつた。 (乙

4の 1・ 2)

ウ 民主党は,第 180回 国会 において,平成 24年 6月 18日 に 1人別枠

方式の廃止及び定数の 「0増 5減」案等 を内容 とす る 「公職選挙法及び衆

議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正す る法律案」を衆議院に提

出し,同法案は,同月 26日 ,衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正

に関す る特別委員会に付託 された。 (乙 5の 1・ 2)

他方 , 自由民主党は,同年 7月 27日 ,同 国会において,「衆議院小選

挙区選 出議員の選挙区間における人 口較差を緊急に是正す るための公職選

挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部 を改正する法律案 (以

下,「緊急是正法案」 とい う。 )」 を衆議院に提 出 し,緊急是正法案 は ,

同年 8月 23日 ,上記特別委員会に付託 された。 (乙 6の 1)

その後,民主党提出に係 る上記法律木安は審議未了により廃案 とされたが ,

緊急是正法案 については継続審理案件 とされ,第 181回 国会において衆

参両院で可決 され ,同年 11月 16日 に緊急是正法が成立 し,同月 26日

に公布 され,~同 法 2条の規定を除いて,同 日施行 された。 (乙 5の 1,乙

6の 1・ 2,乙 7,弁論の全趣 旨)

工 緊急是正法は,小選挙区選 出議員の定数を 5人削減 して 295人 とし,

公職選挙法 13条 1項 ,別表第 1の 改定を行 うこと (同 法 2条),本 件 区

割基準の うち 1人別枠方式に係 る部分を廃止す ること (同 法 3条)を 内容
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とす るものである。 しか し,同法 2条の規定は,同条の規定による改正後

の公職選挙法 13条 1項 に規定す る法律の施行の 日か ら施行 されることと

された (同法附則 1条 ただ し書 )。

また,区画審が小選挙区選挙 の選挙区の改定案 を作成するに当たつては ,

高知県,徳島県,福井県,佐賀県及び山梨県の 5県の区域内の選挙区の数

を 1ずつ削減 してそれぞれ 2と す ることとされ , この改定案に係 る区画審

の勧告は,同法の施行 日 (平成 24年 11月 26日 )か ら6か月以内にで

きるだけ速やかに行 うもの とされ た (同 法附則 3条 1項 , 3項 ,附貝J別

表)。 そ して,附則 3条 2項 において,改定案作成の基準が定められた。

緊急是正法による改正後の都道府県間における議員 1人 当た りの人 口の

最大較差は, 1.788倍 である。 (乙 9の 2)

オ 緊急是正法の施行 を受けて,区画審は,平成 24年 11月 26日 ,同法

附則 3条 3項 による区割 りの改定案の働告期限である平成 25年 5月 26

日までの審議の進 め方を確認 した。 (乙 9の 1・ 3)

また,区画審は,策定 した審議 の進 め方に従い,平成 24年 12月 10

日に緊急是正法に基づ く区割 りの改定案の作成方針 (素案)の審議 を行つ

た。また,区画審 では,今後,区割 りの改定案 を勧告す るまでの間に,区

害Jり の改定案の作成方針の審議・決定や,具体的な区害」りの審議が予定 さ

れている。 (乙 10の 1・ 2)

2 上記認定事実に基づき検討す る。

(1)投票価値の平等について

憲法は,選挙権 の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人

の投票の有す る影響力の平等,すなわち投票価値の平等を要求 していると解

される。 しか しなが ら,憲法は, どのような選挙制度が国民の利害や意見を

公正かつ効果的に国政に反映 させ ることになるのかの決定を国会の裁量にゆ

だねているのであるか ら (47条 ),投 票価値の平等は,選挙制度の仕組み
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を決定す る唯―,絶対の基準 となるものではなく,国会が正当に考慮するこ

とができる他の政策的 目的ない し理 由との関連において調和的に実現 される

べきものである。それゆえ,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行

使 として合理性を是認 し得 るものである限 り,それによつて投票価値の平等

が一定の限度で譲歩を求め られ ることになつても,憲法に違反するとはいえ

ない。 しか しなが ら,そ の譲歩は,投票価値の平等 とい う観点か らす ると,

最低限度に限 られるべきであることはい うまでもない。

(2)本件選挙における投票価値 の最大較差の憲法適合性 について

ア 本件選挙の小選挙区濃挙の選挙区間の議員 1人当た りの有権者数の最大

較差が 2.425倍 であつたことについては,上記前毘事実(7)の とお りで

ある。

イ この較差は, 2倍 を超 えてお り,区画審設置法 3条 1項に違反するばか

りでな く,平成 23年大法廷判決が憲法の投票価値 の平等の要求に反する

に至っていた と断 じた較差 (最大較差 2,304倍 )を も上回つている。

ウ したがつて,本件選挙における投票価値の最大較差が,憲法の投票価値

の平等の要求に反することは明 らかである。

(3)憲法上要求 される合理的期間内に是正 されたか否かについて

ア 投票価値 の平等は,憲法上の平等原則 (14条 1項)か ら導かれる個人

の主観的権利 としての平等権の一内容 をなすのみな らず,代表民主制を採

用す る我が国における国家の意思決定の根幹に係わる事柄である。 したが

つて,国会議員の選挙の際に投票価値 の較差が生 じていた場合,その憲法

適合性 は国政上極めて重要な問題であ り,それが平等原貝Jに反 している場

合,すみやかに是正 されなければな らない。

イ 上記の とお り,平成 23年大法廷判決は,遅 くとも平成 21年総選挙の

時点では 1人別枠方式の合理性が失 われ,憲法が求める投票価値の平等の

要求に反す る状態に至っていたこと, したがつて,区害1基準中の 1人別枠
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方式を廃止 し,区画審設置法 3条 1項の趣 旨に沿つて区割規定を改正 して

投票価値の平等の要請 にかな う立法的措置を講ずる必要がある旨を明確に

判示 している。

そ うすると,立法府 としては,平成 23年 3月 23日 (上記大法廷判決

の言渡 日)の時点で,「遅 くとも平成 21年 8月 30日 の時点で 1人別枠

方式の合理性が失われていたこと」を認識 した上で,速やかに 1人別枠方

式を廃止す るだけでな く,区画審設置法 3条 1項 の趣 旨に沿つて区害」規定

を改正するなど,投票価値 の平等の要請にかな う立法的措置 を講ず る必要

がある。       、

ウ ところが,平成 23年大法廷判決の言渡 日 (平成 23年 3月 23日 )か

ら,本件選挙の 日 (平成 24年 12月 16日 )ま での間に,緊急是正法に

よつて 1人別枠方式は廃止 されたが,緊急是正法が小選挙区選 出議員の定

数を 5削減 して投票価値の較差修正 をめざしたものの,選挙区割 りに関す

る公職選挙法の改正がなされなかったことか ら,違憲状態にあるとされた

前回選挙 とまった く同一の選挙 区画 と議員数のもとに実施 されてお り,選

挙制度の抜本的改正はもとより,部分的な改正 さえ実行 されないまま,本

件選挙が行われ,そ の結果,投票価値の最大較差が 2.304倍 か ら 2.

425倍 に拡大す るに至っている。

工 以上によれば,本件選挙は,憲法上 もつとも重要な権利の 1つ である選

挙権の観点か らす ると,較差是正のために憲法上要求 される合理的期間を

徒過 して実施 されたものであるといわなければならない。

オ 被告は,平成 23年大法廷判決の言渡 日か ら本件選挙までの期間 として

約 1年 9か月 しかない ことか ら, 1人別枠方式を廃上 して,あ らか じめ各

都道府県に 1ずつ配分 された定数 を再配分す るとともに,本件 区割規定を

抜本的に改正す るには期間 として不十分である旨主張するところ,区画審

設置法 4条では,区画審 による選挙 区の改定案の作成及び内閣総理大臣ヘ
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の勧告のための期間として,統計法 5条 2項本文が定める国勢調査の結果

が最初に官報で公示 された 日か ら 1年以内とされ,緊急是正法でも,そ の

附則 3条 3項 によれば,選挙 区割 りの改定案に係 る区画審の働告は同法施

行 日か ら6か月以内に行われ ることが予定 されてお り,こ れ らの期間に照

らせば,国会において,本件選挙時までに,区画審 による改定案の策定 ,

勧告の手続を経て,区害J規定の是正を行 うことが困難であったと認めるこ

とはできない。

(4)本件選挙の効力について

ア 以上の とお り,本件選挙における投票価値の最大較差が憲法の投票価値

の平等の要求に反す るに至っていたことは明 らかであ り,かつ,憲法上要

求 され る合理的期間内に是正 されなかった とい うべ きであるから,本件区

割規定は憲法に違反す る。

イ しか し,本件選挙を直 ちに無効 と解 した場合,こ れによつて憲法に適合

する状態が直ちにもた らされ るわけではな く,ま た,特定の選挙区のみに

ついて,遡及効のない選挙無効判決をした場合,当該選挙区か ら選出され

た議員が存在 しない状態で選挙区割 りの是正をしなければな らなくなる。

他方で,上記認定の とお り,平成 23年大法廷判決以後,直ちに区画審

が開催 され , 1人別枠方式の廃止や本件選挙区割 りの改定を行わなければ

ならない 旨確認 されたこと,衆議院選挙制度に関す る各党協議会が開催 さ

れて協議が重ね られたこと,い わゆる「0増 5減」を内容 とする緊急是正

法が成立 し,こ れによれば,都道府県間における議員 1人当た りの人 口の

最大較差は 1.788倍 になったこと,区画審は今後の具体的な区害Jり の

審議 を予定 していることも認 め られる。

ウ 以上によれば,一般的な法の基本原則に従って事情判決の法理を適用 し,

本件選挙について,憲法に違反す る本件区割規定に基づいて行われた点に

おいて違法である旨を宣言 し,選挙 自体はこれを無効 としないこととする
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のが相当である。

第 4 結論

以上のとお りで,本件選挙における本件 区害J規定は憲法に違反するとい うべ

きであるが,上記の とお り事情判決の法理 を適用す るのが相当であるので,主

文において本件選挙の違法を宣言 した上で原告の請求を棄去「す ることとし,主

文のとお り判決す る。

福岡高等裁判所宮崎支部

裁判長裁判官 横 山 秀
生
思

裁判官 井 教 匡

裁判官 空 閑 直 樹
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